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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年３月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和６年３月８日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市大蟇
おおひき

島南西方沖 

 大蟇島大瀬灯台から真方位２２６°９.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４５.９′ 東経１２９°２４.２′） 

事故の概要  ロールオン・ロールオフ貨物船フェリーさくらⅡは、西進中、機関

室で火災が発生した。 

 フェリーさくらⅡは、右舷側過給機等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  令和６年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ロールオン・ロールオフ貨物船 フェリーさくらⅡ、８８３トン 

 １４２１１９、五島汽船協業組合 

 ８１.０２ｍ×１４.００ｍ×８.９０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、船内機、３,６７６kＷ（合計）、 

平成２５年１２月６日、４サイクル、回転数毎分７５０、 

 ６気筒、ボア２８０mm、使用燃料Ａ重油、 

平成２５年１０月機関製造 

 （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の外観 

 乗組員等に関する情報 船長 ６３歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２４年４月３日 
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免 状 交 付 年 月 日 令和４年３月２９日 

免状有効期間満了日 令和９年４月２日 

機関長 ７１歳 

三級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和５６年１月８日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年５月３０日 

免状有効期間満了日 令和６年６月１４日 

航海士 ４８歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２０年４月１日 

免 状 交 付 年 月 日 令和５年３月２日 

免状有効期間満了日 令和１０年３月３１日 

機関士 ６０歳 

五級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和６２年７月２日 

免 状 交 付 年 月 日 令和５年１１月７日 

免状有効期間満了日 令和１０年１１月１４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷側過給機等に焼損（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本事故後の右舷主機後部の状況（本船提供） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 北北西、波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 本船は、長崎市長崎港と長崎県福江市福江港とを結ぶ、人の運送を

する内航不定期航路事業に使用される２基２軸の貨客船で、船長、機

関長、航海士及び機関士ほか３人が乗り組み、長崎県島原市所在の 

ドックで定期検査を受検したのち、令和６年３月７日１２時３０分ご

過給機 

防塵フィルター 
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ろ長崎港に向かって出航した。 

 機関長は、ドックで主機の開放検査を行っていたので、出航に先立

ち、係留したまま約１時間、離岸して航行しながら約４時間主機の試

運転を行い、機関士及びドックの作業員と共に主機その他機関系統の

点検を行ったが、右舷主機の燃料調圧弁に至る燃料配管が曲がってい

ることに気付かなかった。 

 機関長は、主機の出力を段階的に上げながら機関士と共に主機等に

異状がないことを確認したものの、燃料配管が曲がっていることに気

付かないまま、１６時００分ごろ本船が長崎港の定係地に着岸したの

ち、主機を通常運転することとした。 

 本船は、燃料ほか艤装品の積込みを済ませ、８日０３時００分ごろ

から積荷役を行い、旅客６人を乗せ、車両１７台を積載したのち、福

江港に向け、０４時５０分ごろ長崎港を出航した。 

 本船は、大蟇島南西方沖において、航海士が単独で船橋航海当直

に、機関士が単独で機関当直にそれぞれ就き、約１４ノットの対地速

力で、自動操舵によって西進していたところ、０６時４０分ごろ、機

関制御室において、機関士が右舷主機後方から白煙が上がっているこ

とを認めた。 

 機関士は、直ちに機関室に入り、右舷主機後方に向かったところ、

過給機付近から炎が上がっていることを認め、主機近くにある直通電

話で船橋に連絡し、航海士に右舷主機の過給機付近で火災が発生して

いることを伝えたのち、付近にあった泡消火器を使用して初期消火を

始めた。 

 航海士は、機関室における火災発生の報告を受け、船橋後方の居住

区に行き、船長、機関長及びその他の乗組員に、大声で火災発生を伝

え、船橋に戻って両舷の主機を停止させた。 

 機関長は、機関室における火災発生の報告を受け、他の乗組員と共

にそれぞれ居住区等にあった消火器を持って機関室に向かい、消火作

業に当たった。 

 機関長は、右舷主機後方にある‘燃料調圧弁及び各シリンダに燃料

を供給する燃料枝管の接続部’（以下「枝管接続部」という。）から燃

料（Ａ重油）が噴出し、過給機の防塵フィルターに当たり、染み込ん

だ燃料が高温の過給機に触れて燃焼し、周囲に延焼していることを認

めた。（写真３、写真４参照） 
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写真３ 本事故後の右舷主機後部の状況（本船提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 枝管接続部の状況 

 

機関長は、主機停止後、燃料の噴出が減少して火勢が幾分衰えてき

たものの、高温となっている過給機付近の火勢が衰えなかったので、

清水を含ませた毛布で過給機を包み、毛布に清水を掛けて過給機を冷

却して消火を続けた。 

本船は、０６時５５分ごろ鎮火したのち、海上保安庁に本事故の発

生及び鎮火の報告を行い、０６時５７分ごろ左舷側の主機のみを運転

して運航を再開し、０９時２０分ごろ予定より約４０分遅れて福江港

に入港した。 

（付図１ 航行経路図 参照） 
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 その他の事項  枝管接続部は、燃料調圧弁側の角フランジと燃料枝管側の角フラン

ジとの間に、耐油性のガスケットが挿入され、四隅をボルト及びナッ

トで固定されていた。 

 本船は、ドックで定期検査を受検した際に機関工事を行っており、

燃料調圧弁前後の配管の取り外しはしなかったものの、過給機を取り

外す際に、燃料調圧弁に至る燃料配管の下側の支えをドックの作業員

により取り外された。 

機関長は、本事故後、燃料調圧弁に至る燃料配管が曲がっているこ

とを認めた。 

（写真５、写真６、図１ 参照） 
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写真５ 燃料配管の支え    写真６ 燃料配管の曲がり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 燃料配管の設置状況略図 

 

本船は、消火に当たり、持運び式泡消火器９本、持運び式粉末消火

器１０本、固定式粉末消火器１本を使用した。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大蟇島南西方沖において西進中、右舷主機後方にある枝管

接続部から燃料が噴出したことから、過給機の防塵フィルターに当た

り、染み込んだ燃料が高温の過給機に触れて出火したものと考えられ

る。 

 機関長は、ドックで係留したまま約１時間、離岸して航行しながら

約４時間主機の試運転を行い、機関士及びドックの作業員と共に主機

その他機関系統の点検を行い、また、長崎港までの回航時も機関士と

共に主機等に異状がないことを確認したものの、右舷主機の燃料調圧

弁に至る燃料配管が曲がっていることに気付かなかったことから、主

機を通常運転することとしたものと考えられる。 

 本船は、燃料調圧弁に至る燃料配管が曲がっていたことから、ドッ

クで機関工事が行われた際、何らかの力が燃料配管に掛かり、枝管接

続部の角フランジの面がずれ、又は四隅を固定するボルトに緩みが生

じ、航行中の船体の振動等により、枝管接続部から燃料が噴出した可

能性があると考えられる。 

 本船の右舷主機の燃料調圧弁に至る燃料配管が曲がっていたことに

ついては、目撃者がおらず、客観的な情報も得られなかったことか

ら、燃料配管が曲がるに至った状況を明らかにすることができなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が大蟇島南西方沖において西進中、機関長が、ドッ

クで機関工事が行われた後、右舷主機の燃料調圧弁に至る燃料配管が

曲がっていることに気付かなかったため、本船を通常運航させて右舷

主機後方にある枝管接続部から燃料が噴出し、過給機の防塵フィル 

ターに当たり、染み込んだ燃料が高温の過給機に触れて出火したこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策 本船は、本事故後、次の措置を採った。 

 ・耐油性のある養生テープを燃料配管の各継手に巻き付けた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関長及び機関部乗組員は、ふだんから機関室内の配管の曲損、

継手の異状の有無を確認すること。 

・機関長及び機関部乗組員は、主機の開放整備後は、特に、頻繁に

機関室の見回りを行い、燃料油の漏えい、配管の曲がりなど、各

部の変形等の有無を点検し、運転状態に異状がないことを確認す

ること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福江港 

長崎港 

長崎県 

長崎市 

五島市 

長崎県 

事故発生場所 

（令和６年３月８日 

 ０６時４０分ごろ発生） 


